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○
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
（
抄
）

１
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○
都
市
再
生
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第
百
九
十
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
居
住
誘
導
区
域
を
定
め
な
い
区
域
）

（
居
住
誘
導
区
域
を
定
め
な
い
区
域
）

第
三
十
条

法
第
八
十
一
条
第
十
九
項
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
次
に
掲
げ
る
区

第
三
十
条

法
第
八
十
一
条
第
十
九
項
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
都
市
計
画
法
施

域
と
す
る
。

行
令
第
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域
と
す
る
。

一

都
市
計
画
法
施
行
令
第
八
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
土
地
の
区
域

二

地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
）
第
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
地
す
べ
り
防
止
区
域
（
同
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り

防
止
工
事
の
施
行
そ
の
他
の
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
す
べ
り
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
土
地
の
区
域
を
除
く
。
）

三

急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法

律
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
（
同

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
工
事
の
施
行
そ
の
他
の
同

条
第
一
項
に
規
定
す
る
急
傾
斜
地
の
崩
壊
を
防
止
す
る
た
め
の
措
置
が
講
じ
ら

れ
て
い
る
土
地
の
区
域
を
除
く
。
）

四

土
砂
災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法

律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
砂
災
害

特
別
警
戒
区
域


